
仕事と家庭の両立 育児と仕事 

職場意識改善委員会 有給休暇の取得 

◆ ノー残業デー ◆ ◆ 育児介護休業規定 ◆ 

毎週水曜日にノー残業デーを設定しています。
家庭はもちろん、趣味などの時間に充てること
もできます。 

◆ 残業時間の削減 ◆ 

残業時間の削減を目指して、会社全体で
協力して対策を立て実行しています。 

育児介護休業等に関する規定を
設け、育児・介護に関する休業を
取得できます。 

有給休暇を積極的に取得し 
仕事以外の時間も充実するよう 
社員に推奨しています。 

職場意識改善に関する相談窓口や 
意見箱の設置により、職場意識改善の 
機会を設けています。 

住所： 沼津市岡宮1378-22  TEL： 055-926-6012  http://www.ryoushin.org/   

店舗・オフィス用 


